




                                （別添１） 

 

新型インフルエンザ関連ホームページ 

 

・世界保健機関（ＷＨＯ） 

 

トップページ http://www.who.int/en/ 

インフルエンザ関連 http://www.who.int/csr/disease/influenza/en/ 

鳥インフルエンザ関連 http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/  

 

 

・新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議 

 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/index.html  

 

・厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ 

検疫所 http://www.forth.go.jp 

国立感染症研究所 http://www.nih.go.jp/niid/index.html 

国立感染症研究所感染症情報センター  

 http://idsc.nih.go.jp/index-j.html 

・警察庁 http://www.npa.go.jp/keibi/biki6/080918influenza.pdf 

・外務省（「海外安全ホームページ」） http://www.anzen.mofa.go.jp 

・文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/11/05112500.htm  

・経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/20070327007/20070327007.html  

・農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html 

・国土交通省 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/15/150325_.html 

・海上保安庁 http://www.kaiho.mlit.go.jp/security/index.html 

・環境省 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html 

 

・各都道府県及び市区町村のホームページにも掲載されている場合があります。 

      



（別添２） 

 

個人での備蓄物品の例 

 

○食料品（長期保存可能なもの）の例 

  米 

乾めん類（そば、そうめん、ラーメン、うどん、パスタ等） 

  切り餅 

  コーンフレーク・シリアル類 

  乾パン 

各種調味料 

  レトルト・フリーズドライ食品 

  冷凍食品（家庭での保存温度、停電に注意） 

  インスタントラーメン、即席めん 

缶詰 

  菓子類 

  ミネラルウォーター 

  ペットボトルや缶入りの飲料 

  育児用調製粉乳 

 

○日用品・医療品の例 

マスク（不織布製マスク） 

ゴム手袋（破れにくいもの） 

水枕・氷枕（頭や腋下の冷却用） 

漂白剤（次亜塩素酸：消毒効果がある） 

消毒用アルコール（アルコールが 60％～80％程度含まれている消毒薬） 

常備薬（胃腸薬、痛み止め、その他持病の処方薬） 

絆創膏 

ガーゼ・コットン 

解熱鎮痛剤（アセトアミノフェンなど） 

 ※薬の成分によっては、インフルエンザ脳症を助長する可能性があるため、購入時に医

師・薬剤師に確認すること。 

トイレットペーパー 

ティッシュペーパー 

保湿ティッシュ（アルコールのあるものとないもの） 

洗剤（衣類・食器等）・石鹸 

シャンプー・リンス 
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紙おむつ 

生理用品（女性用） 

ごみ用ビニール袋 

ビニール袋（汚染されたごみの密封等に利用） 

カセットコンロ 

ボンベ 

懐中電灯 

乾電池 
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情報提供・共有（リスクコミュニケーション） 

に関するガイドライン（案） 
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第１章 はじめに  

 

○ 新型インフルエンザ対策においては、国や地方自治体が、検疫、医療等の各分野におけ

る検討を進め、その体制を整備することは極めて重要であるが、それのみでは対策が有効

に機能しないおそれがある。新型インフルエンザの発生時には、検疫、医療等の各分野に

おける施策の実施に当たって、国民一人一人が、新型インフルエンザに対する正確な知識

に基づき、適切に行動することで、はじめて、感染拡大の防止が可能となる。このため、

国及び地方自治体は、個人のプライバシーや人権に配慮しつつ、迅速に正確な情報を国民に

提供するとともに、継続的に国民の意見を把握し、国民が主体的に対策に参画できる体制を

整備する必要がある。また、コミュニケーションに障害のある方（視覚障害者、聴覚障害者等）

に配慮するよう努める。 

 

○ 本ガイドラインは、このような認識の下、新型インフルエンザの発生段階に応じて、国

及び地方自治体が実施すべき情報収集・提供に係る対応、国民との間での情報共有等につ

いて、あらかじめ整理し、規定するものである。 

 

第２章 各段階における対応 

 

１．前段階における対応 

 

（１）国における対応 

 

１）情報収集体制の整備 

○ 厚生労働省及び国立感染症研究所は、海外及び国内の鳥インフルエンザの発生状況及び

新型インフルエンザが疑われる事例の発生状況（以下「鳥インフルエンザ等の発生状況」

という。）並びに最新の知見等に係る情報収集を行う。また、外務省は、在外公館を通じた

情報収集を行う。 

 

○ 厚生労働省及び国立感染症研究所等は、日常的に収集した情報を関係省庁等との間で共

有するよう努める。 

 

（情報収集に係る留意事項） 

○ 海外及び国内の鳥インフルエンザ等の発生状況に係る情報収集においては、その内容及

び収集源に関し、次に掲げる点について留意する必要がある。 
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 海外発生情報 国内発生情報 

収

集

す

べ

き

情

報 

・発生国・地域 

・発生日時・発表日時 

・確定診断の状況等 

・健康被害の内容（症状、重症度等） 

・感染拡大の状況（家族以外への感染等） 

・現地での対応状況（初動対処の内容等） 

・住民、国民の反応 

・諸外国やＷＨＯ等関係機関の動き 

・情報の発信元及びその信頼度等 

・発生地域 

・発生日時・報道発表の状況 

・確定診断の状況等 

・健康被害の内容（症状、重症度等） 

・感染拡大の状況（家族以外への感染等） 

・現地での対応状況（初動対処の内容等） 

・住民、国民の反応 

・情報の発信元 

収

集

源 

・ＷＨＯ 

・諸外国 

・ＧＯＡＲＮ1 

・研究者ネットワーク      等 

・検疫所からの報告 

・地方自治体からの報告 

・国立感染症研究所からの報告 

・法に基づく届出（注）      等 

 

（注）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号。

以下「感染症法」という。）第12条及び第14条の規定に基づき、医師等から届出が行わ

れる。 

 

２）情報提供体制の整備 

○ 厚生労働省は、国民に対して迅速に情報提供を行うため、新型インフルエンザに関する

広報担当官とその代理を置くものとし、定期的に新型インフルエンザに係る記者発表を行

うものとする。当該記者発表については、その頻度を特定し、関係記者会にはあらかじめ

周知を図るものとする。 

 

○ 厚生労働省は、地方自治体及び関係機関等への情報提供を行う体制を整備し、必要に応

じて、訓練を実施する。 

 

（国民に対する情報提供） 

○ 厚生労働省は、鳥インフルエンザ等の発生状況について随時国民に情報提供するととも

に、国民の新型インフルエンザに対する正確な知識の普及を図るため、インターネット、

パンフレット等により、新型インフルエンザに関する基本知識、各家庭で実施できる基本

的な感染防止策、国が実施する対策等について、周知を行っていくものとする。 

                                            
1 GOARN  Global Outbreak Alert and Response Network  

世界規模の流行の発生に対応するために、2000年に世界保健機関（WHO）が立ち上げた世界中の感染症関係機関等のネットワーク。

感染者等の情報収集、重要情報の発信、発生国における早期対応の技術的支援等を目的として運用されている。我が国では国立感

染症研究所が参加している。 
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（医療関係者に対する情報提供） 

○ 厚生労働省は、医療関係者に対し、新型インフルエンザに関する正確な知識の徹底及び

専門的な知識の普及を図るため、国立感染症研究所ホームページ、医学雑誌等を通じ、情

報提供を実施することとする。 

 

（２）都道府県等における対応 

 

１）情報収集体制の整備 

○ 都道府県並びに保健所を設置する市及び特別区（以下「都道府県等」という。）は、管内

の鳥インフルエンザ等の発生状況に係る情報収集を行うものとする。 

 

○ 地方衛生研究所において、本庁及び保健所が収集した情報の集約及びその分析を行い、

本庁感染症担当部局と情報共有する体制を検討する。 

 

（情報収集に係る留意事項） 

○ 管内の鳥インフルエンザ等の発生状況に係る情報収集の際に留意すべき事項については、

基本的に、国の国内発生情報の収集の際に留意すべき事項と同様であるが、その収集源に

ついては、特に医療機関等からの報告を活用することが望ましい。このため、都道府県等

は、地域医師会等を通じて医療機関との連携・協力体制の強化を図るものとする。 

 

２）情報提供体制の整備 

○ 都道府県等は、新型インフルエンザの発生時には、記者発表により随時住民に対して情

報提供を実施することとなることを踏まえ、実務担当の責任者とは別に、新型インフルエ

ンザに関する広報担当官とその代理を置き、広報体制を整備するものとする。 

 

○ 各関係部局や国の出先機関との情報連絡網を整備する。リスク・コミュニケーションの

担当者の養成を行う等、広報体制の強化を図る。 

 

（住民に対する情報提供） 

○ 都道府県等は、住民の新型インフルエンザに対する正確な知識の普及を図るため、イン

ターネット、パンフレットの作成等により、新型インフルエンザに関する基本知識、各家

庭で実施できる基本的な感染防止策、都道府県等が実施する対策等について、情報提供を

行っていくものとする。 

 

（３）市区町村における対応 

 

○ 市区町村は、最も住民に近い行政主体であることを踏まえ、新型インフルエンザの発生
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時には、住民に対する詳細かつ具体的な情報提供及び住民からの相談受付等について、中

心的な役割を担うこととなる。したがって、この段階から、情報収集・提供体制を整備し、

国及び都道府県等が発信する情報を入手することに努めるものとする。また、関係部局間

での情報共有体制を整備する。 

 

（４）国と地方自治体の連携 

 

○ 国から都道府県等への情報提供に際しては、ＦＡＸ送付とメールを併用することとし、

この旨をあらかじめ周知しておく。 

 

○ 都道府県等から国への情報提供に際しては、国における情報の集約先を特定の上、あら

かじめ周知をしておく。また、鳥インフルエンザ等の発生状況に係る情報については、原

則、ＦＡＸ又はメールにて情報提供を実施するものとし、ＦＡＸ又はメールを送付した際

には、必ず送付先の担当者に電話連絡するものとする。 

 

○ 都道府県及び管内の市区町村は、新型インフルエンザに関する情報共有のための担当者

をあらかじめ決定し、共有しておく。 

  

○ 国は、次に掲げる事項について、都道府県等と随時情報共有するものとする。 

・記者発表事項（新型インフルエンザの発生状況に関する情報等） 

・新型インフルエンザに関する最新の知見 

 

（５）国民との間での情報共有 

 

○ 国及び地方自治体は、新型インフルエンザ対策に係る国民の認識について、継続的に把

握するよう努めることとし、その対策の計画・立案に当たっては、可能な限り国民の意見

を聞く場を設けることとする。 

 

 

２．第一段階以降における対応 

 

（１）国における対応 

 

１）情報収集体制の強化 

○ 厚生労働省及び国立感染症研究所は、海外及び国内の新型インフルエンザの発生状況及

び最新の知見等に係る情報収集体制を強化する。また、外務省は、在外公館を通じた情報

収集を行う。 
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○ 厚生労働省と国立感染症研究所等は、引き続き、収集した情報を関係省庁等との間で共

有することとする 

 

（情報収集に係る留意事項） 

○ 海外及び国内の新型インフルエンザの発生状況に係る情報収集の際に留意すべき事項は、

前段階における海外及び国内の鳥インフルエンザ等の発生状況に係る情報収集の際に留意

すべき事項と同様である。 

 

２）情報提供体制の強化 

○ 内閣官房、厚生労働省等は、毎日複数回、定例の記者発表を実施するとともに、必要に

応じて、臨時の記者発表を行う。 

 

（海外発生情報に係る情報提供） 

○ 新型インフルエンザの海外発生状況の情報提供に当たっては、ＷＨＯ等の国際機関が公

表する情報をベースとし、発生状況のみならず、当該時点における我が国への流入の危険

性の評価、感染防止策等についても極力情報提供を行うものとする。具体的には次に掲げ

る内容を含むものとする。 

  ・発生状況（発生国・地域の名称等） 

  ・確定診断の状況 

・健康被害の状況 

・我が国への流入の危険性の評価 

  ・感染防止策 

 

（国内発生情報に係る情報提供） 

○ 新型インフルエンザが国内で発生した場合の情報提供について、サーベイランス体制の

稼働状況との関連で、発生段階に応じた項目の選択はあり得るものの、基本的には、次に

掲げる内容を含むものとする。 

  ・発生状況 

  ・発生地域 

  ・確定診断の状況 

  ・健康被害の状況 

  ・感染防止策 

  ・行政の対応 

  ・問い合わせ先 

  ・その他  

 

○ 発生状況の公表に当たっては、患者のプライバシーの保護に十分留意し、個人が特定さ

れる情報については、公表を差し控えることとする。なお、発生地域の公表に当たっては、
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原則、市区町村名までの公表とするが、患者と接触した者が感染している可能性を考慮し、

公衆衛生上、当該接触者への対応が必要な場合はその程度に応じて、患者が滞在した場所、

時期、移動手段等を発表するものとする。 

  こうした発表の方法等については、マスコミ関係者とあらかじめ検討を行っておくこと

とする。 

 

（情報提供に係る留意事項） 

○ 新型インフルエンザ発生時の情報提供における留意点については、厚生労働省が別途定

める。 

 

３）その他 

○ 厚生労働省は、できるだけ早期に新型インフルエンザの診断、治療に係る方針を定め、

都道府県等や医師会を通じ、医療関係者に対し周知するものとする。 

 

○ 関係省庁は、随時ホームページを更新し、最新の情報を公表する。 

 

○ 厚生労働省は、関係省庁、地方自治体など関係機関ごとの連絡窓口を設置し、周知する。 

   

○ 厚生労働省は、コールセンターの設置を検討することとする。また、地方自治体に対し、

国民からの相談窓口の設置を依頼し、地域住民に対し、その旨を周知するよう要請する。 

 

（２）都道府県等における対応 

 

１）情報収集体制の強化 

○ 都道府県等は、管内の新型インフルエンザの発生状況に係る情報収集を行うこととし、

前段階までの体制を強化する。 

 

（情報収集に係る留意点） 

○ 管内の新型インフルエンザの発生状況に係る情報収集の際に留意すべき事項については、

前段階における管内の鳥インフルエンザ等の発生状況に係る情報収集の際に留意すべき事

項と同様である。 

 

２）情報提供体制の強化 

○ 都道府県等は、国内で新型インフルエンザの患者が確認された段階で、前段階に整備し

た広報体制により、定例の記者発表を実施するとともに、必要に応じて、臨時の記者発表

を行うものとする。 
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（管内発生情報に係る情報提供） 

○ 都道府県等は、管内で新型インフルエンザが発生した場合は、厚生労働省と随時連携を

とりながら、情報提供を実施する。また、患者のプライバシーの保護に十分留意し、個人

が特定される情報については、公表を差し控えることとする。 

 

（情報提供に係る留意事項） 

○ 新型インフルエンザ発生時の情報提供における留意点については、厚生労働省が別途定

める。 

 

３）その他 

○ 都道府県等は、厚生労働省より示された診断、治療に係る方針について、管内の医療機

関に対して、周知するものとする。 

 

○ 都道府県等は、随時ホームページ等により、最新の情報や有効な感染防止策等につき、

公表するものとする。 

 

○ 都道府県等は、住民向け相談窓口を設置し住民への周知を図る。相談件数が多数になる

場合に備え、コールセンターの設置を検討する。 

 

○ コールセンターの設置に当たっては、１１９番や発熱を有する患者からの相談に対応す

る発熱相談センターとの役割分担と連携体制を確認する。 

 

○ 地域医師会との連携の下、医療機関からの相談にも対応する。 

 

（３）市区町村における対応 

 

○ 市区町村は、国及び都道府県等が発信する情報を入手し、住民への情報提供に努める。

また、地域内の新型インフルエンザの発生状況や地域内で今後実施される対策に係る情報、

地域内の公共交通機関の運行状況等について情報提供するものとする。 

 

○ 新型インフルエンザに関する専用相談窓口・専用相談電話等を設け、疾患に関する相談

のみならず、生活相談等広範な内容にも対応できる体制について検討する。 

 

（４）国と地方自治体の連携 

 

○ 国民に対して提供する新型インフルエンザに関する基本情報は、行政主体ごとに異なる

ことがないよう十分に調整する。国又は地方自治体から独自に情報提供する内容について

は、事前に情報交換を行う。 
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埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン（案） 
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第１章 はじめに 
 
○ 今日の我が国における葬法（埋葬及び火葬等）は、火葬の割合がほぼ 100％を占

めているが、新型インフルエンザの感染が拡大し、全国的に流行した場合には、死

亡者の数が火葬場の火葬能力を超える事態が起こり、火葬の円滑な実施に支障を生

ずるとともに、公衆衛生上、火葬に付すことができない遺体の保存対策が大きな問

題となる可能性がある。 
 
○ 他方、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法

律第 114 号。以下「感染症法」という。）第 30 条第３項においては、墓地、埋葬等

に関する法律（昭和 23 年法律第 48 号。以下「墓埋法」という。）第３条に規定す

る 24 時間以内の埋火葬禁止規定の特例として、新型インフルエンザによって死亡

した者については、感染防止の観点から 24 時間以内の埋火葬が認められていると

ともに、感染症法第 30 条第２項において、このような病原体に汚染され、又は汚

染された疑いがある遺体は、原則として火葬することとされている。 
 
○ そのため、新型インフルエンザ対策行動計画の第三段階のまん延期において、死

亡者が多数に上った場合も、速やかに火葬を行うことのできる体制をあらかじめ整

備しておくことが必要となる。 
 
○ また、新型インフルエンザに感染した遺体の保存や埋火葬に当たっては、感染拡

大を防止する観点から一定の制約が課せられることになるが、他方で、地域の葬送

文化や国民の宗教感情等にも十分配慮することが望ましい。そのため、感染拡大防

止対策上の支障等がない場合には、できる限り遺族の意向等を尊重した取扱いをす

る必要がある。 
 
○ 本ガイドラインは、新型インフルエンザが全国的に流行した際に、各地域におい

て埋火葬ができる限り円滑に実施されるよう、地方自治体や関係機関において講ず

ることが適当と考えられる措置を中心に取りまとめたものである。 
 
（参考）既に、厚生労働省防災業務計画（平成 13 年厚生労働省発総第 11 号）第１編

第５章第１節において、「都道府県は、近隣都道府県等と協力し、広域的な観点か

ら災害時における遺体の円滑な火葬を支援するための火葬場の火葬能力、遺体の

搬送・保存体制等を記した広域的な火葬に関する計画の策定に努める。」とされて

いるところであり、その計画を一つの参考とすることが適当である。 
 

  
 

 

 



第２章 各段階における対応 
 
１．関係機関の役割 
 
○ 都道府県は、市区町村の意見を聞いた上で、域内における火葬体制の整備等必要

な体制の整備や調整を図るほか、市区町村が行う個別の埋火葬に係る対応及び遺体

の保存対策等を広域的な視点から支援・調整する役割を担うものとする。 
 
○ 市区町村は、墓埋法において、埋火葬の許可権限等、地域における埋火葬の適切

な実施を確保するための権限が与えられていることから域内における火葬の適切

な実施を図るとともに、個別の埋火葬に係る対応及び遺体の保存対策等を講ずる主

体的な役割を担うものとする。 
 
○ 遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者は、第三段階のまん延期においては火

葬場の火葬能力を超える死亡者がでることも考えられるため、都道府県の行う調整

の下、市区町村と連携し効率的な遺体の搬送及び火葬に努めるものとする。 
 
○ 国は、死亡者が増加し、公衆衛生上の問題が生じるおそれが高まった場合、都道

府県の要請に応じて必要な支援を行うものとする。 
 
 
２．前段階における対応 
 
（１）現状の把握 
 
○ 都道府県は、市区町村の協力を得て、火葬場における稼働可能火葬炉数、平時及

び最大稼働時の一日当たりの火葬可能数、使用燃料、その備蓄量及び職員の配置状

況等の火葬場の火葬能力並びに公民館、体育館及び保冷機能を有する施設など一時

的に遺体を安置することが可能な施設（以下「臨時遺体安置所」という。）数につ

いて調査し、その結果について、域内の市区町村及び近隣の都道府県との情報の共

有を図るものとする。 
 
（２）火葬体制の構築 
 
○ 都道府県は、調査の結果を踏まえ、市区町村の意見を聞いた上で、第三段階のま

ん延期に備えた火葬体制の整備を行うものとする。その際には、遺体搬送手段の確

  
 

 

 



保のため必要に応じて遺体の搬送作業に従事する者と協定を締結する他、都道府県

警察等関係機関と必要な調整を行うものとする。 
また、都道府県は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防止のため

に必要となる手袋、不織布製マスク、新型インフルエンザが全国的に流行した際に

火葬場の火葬能力を最大限に発揮できるようにするための消耗品（火葬の際に必要

となる柩又はこれに代わる板等）等の物資を確保できるよう準備するものとする。 
併せて、火葬業務の実施体制に関しては、緊急時に火葬業務への協力が得られる

火葬業務経験者等をリスト化しておくことも有用である。 
 
○ 市区町村は、都道府県の火葬体制を踏まえ、域内における火葬の適切な実施がで

きるよう調整を行うものとする。その際には戸籍事務担当部局等関係機関との調整

を行うものとする。 
 
（３）近隣都道府県との連携体制の構築 
 
○ 遺体は、できる限り都道府県域内で火葬することが望ましい。しかしながら、第

三段階のまん延期に火葬場の火葬能力を超える死亡者が一時的にでることも考え

られるため、都道府県は災害時の広域火葬に係る相互扶助協定等を活用するなどし

て、近隣の都道府県と遺体を保存するための資器材や火葬に使用する燃料の融通を

迅速に行えるよう連携体制を整備するものとする。 
 
 
３．第一段階における対応 
 
（１）資器材等の備蓄 
 
○ 都道府県は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防止のために必要

となる手袋、不織布製マスク、新型インフルエンザが全国的に流行した際に火葬場

の火葬能力を最大限に発揮できるようにするための消耗品（火葬の際に必要となる

柩又はこれに代わる板等）等の物資を確保するものとする。このほか、火葬場に対

し、火葬場における使用燃料の備蓄量の増強を要請するものとする。 
また、都道府県は、遺体の保存のために必要な保存剤（ドライアイス）及び遺体

からの感染を防ぐために必要な非透過性納体袋等の物資を確保できるよう、域内の

火葬能力に応じて準備をするものとする。 
 
○ 市区町村は、都道府県の協力を得て、新型インフルエンザが全国的に流行して火

葬場の火葬能力の限界を超える事態が起こった場合に備え、遺体を一時的に安置す

  
 

 

 



るため、流行が予想される時期の季節等も勘案しながら、臨時遺体安置所を確保で

きるよう準備するものとする。併せて遺体の保存作業に必要となる人員等の確保に

ついても準備を進めるものとする。 
 
 
４．第二段階から第三段階（感染拡大期）までにおける対応 
 
（１）情報の把握 
 
○ 都道府県は、随時、火葬場の火葬能力について最新の情報を把握するとともに、

市区町村及び近隣の都道府県との情報の共有を図るものとする。 
 
（２）資材等の確保 
 
○ 都道府県は、市区町村と連携して、確保した手袋、不織布製マスク、非透過性納

体袋等を、域内における新型インフルエンザの発生状況を踏まえ、遺体の搬送作業

及び火葬作業に従事する者の手に渡るよう調整するものとする。 
なお、非透過性納体袋については、都道府県が病院又は遺体の搬送作業に従事す

る者に必要な数量を配付するものとする。 
 
（３）円滑な火葬及び遺体保存の実施 
 
○ 市区町村は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者と連携し、円滑な火葬が

実施できるよう努めるものとする。また、火葬場の火葬能力に応じて、臨時遺体安

置所として準備している場所を活用した遺体の保存を適切に行うものとする。 
 
（４）搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防止策に係る留意事項 
 
１）遺体との接触等について 
○ 遺体の搬送や火葬場における火葬に際しては、遺体からの感染を防ぐため、遺体

について全体を覆う非透過性納体袋に収容・密封するとともに、遺族等の意向にも

配意しつつ、極力そのままの状態で火葬するよう努めるものとする。 
 
○ また、遺体の搬送に際し、遺体が非透過性納体袋に収容、密封されている限りに

おいては、特別の感染防止策は不要であり、遺体の搬送を遺族等が行うことも差し

支えない。 
 

  
 

 

 



○ 他方、継続的に遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者にあっては、必ず手袋

を着用し、血液・体液・分泌物（汗を除く。）・排泄物などが顔に飛散するおそれの

ある場合には、不織布製マスク、眼の防護（フェイスシールド又はゴーグル）を使

用するものとする。また、これらの器具が汚染された場合には、単回使用のものは

適切に廃棄し、再利用するものは適切な消毒を行う。 
 
○ 火葬に先立ち、遺族等が遺体に直接触れることを希望する場合には、遺族等は手

袋等を着用させる。 
 
２）消毒措置について 
○ 万が一、一時的に密閉状態がなくなった場合など、消毒を行う必要が生じた場合

には、消毒に用いる薬品は、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム製剤（濃度

200～1,000ppm）、70v/v%イソプロパノール等とし、消毒法は、消毒薬を十分に浸

した布又はペーパータオル等で当該箇所を満遍なく拭く方法が望ましい。消毒剤の

噴霧は不完全な消毒やウイルスの舞い上がりを招く可能性があり、推奨しない。ま

た、可燃性のある消毒薬を使用する場合については火気のある場所で行わない。 
 
３）手指衛生について 
○ 手指衛生は、感染防止策の基本であり、遺体に接触、あるいは消毒措置を講じた

際等には、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い又は速乾性擦式消毒用アルコ

ール製剤による手指衛生を実施する。 
 
 
５．第三段階（まん延期）における対応 
 
（１）火葬体制の整備 
 
○ 都道府県は、火葬場の経営者に対し、可能な限り火葬炉を稼働するよう要請する

ものとする。 
 
○ また、都道府県は、市区町村、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者と連携

を図りつつ、遺体の搬送及び火葬作業にあたる者の感染防止のために必要となる手

袋、不織布製マスク等の物資を確保することに引き続き努めるとともに、火葬場の

火葬能力を最大限に発揮させるため、速やかに職員体制の整備や物資の配備に努め

るものとする。 
 
 

  
 

 

 



  
 

 
 

（２）遺体の保存対策 
 
○ 死亡者が増加し、火葬場の火葬能力の限界を超えることが明らかになった場合に

は、都道府県は、市区町村の協力を得て、遺体を一時的に安置するため、臨時遺体

安置所を直ちに確保するものとする。併せて、臨時遺体安置所における遺体の保存

のために必要な保存剤（ドライアイス）、非透過性納体袋等の物資を確保するとと

もに、市区町村は遺体の保存作業のために必要となる人員等を確保するものとする。 
 
○ 遺体安置所等における遺体の保存及びその搬送に当たっては、可能な限り、新型

インフルエンザに感染した遺体とそうでない遺体とを判別できるよう留意するとと

もに、感染した遺体の速やかな火葬について配意するものとする。 
 
（３）埋葬の活用等 
 
○ 万が一、臨時遺体安置所において収容能力を超える事態となった場合には、市区

町村は、臨時遺体安置所の拡充について早急に措置を講ずるとともに、都道府県か

ら火葬場の火葬能力について最新の情報を得て、円滑に火葬が行われるよう努める

こととする。 
 
○ また、火葬の実施までに長期間を要し、公衆衛生上の問題が生じるおそれが高ま

った場合には、都道府県は、新型インフルエンザに感染した遺体に十分な消毒等を

行った上で墓地に埋葬することを認めることについても考慮するものとする。その

際、近隣に埋葬可能な墓地がない場合には、転用しても支障がないと認められる公

共用地等を臨時の公営墓地とした上で当該墓地への一時的な埋葬を認めるなど、公

衆衛生を確保するために必要となる措置について、状況に応じて検討するものとす

る。 
 
（４）死体の見分について 
 
○ 都道府県警察は、多数の死体の見分に当たり、十分な感染防止策を講じた上、医

師及び関係機関等と緊密な連携を図る。 
 




